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附則 

 

人は、これまで、空気、水、土、様々な生物など

の自然が有する諸能力を無限のものとして考え、生

活の便利さや物の豊かさを求めて、資源、エネルギ

ーなどを大量に消費する社会経済活動を続けてき

た。 

しかし、今日、そうした活動は環境へ多大な負荷

を与え、自然の再生能力を超える規模となり、すべ

ての生物の存続の基盤である地球の環境を脅かす

までになっている。 

多摩川や多摩丘陵という自然に恵まれた川崎は、

その地理的条件を生かしながら、産業の集積と人口

の増加により、我が国でも有数の活力ある大都市と

して発展してきた。しかし、一方では、拡大した生

産活動や都市活動、多様化した消費生活などによ

り、深刻な公害や自然の破壊に直面することとなっ

た。 

もとより、すべての人は、健康で文化的な生活を

営む上で必要となる安全で健康かつ快適な環境を

享受する権利を有するとともに、このような環境を

保全し、将来の世代に引き継ぐべき責務を有してい

る。 

私たちは、自らが環境に負荷を与えている存在で

あることを改めて確認し、公害の絶滅を期し、健全

で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少

ない持続的発展が可能な社会を構築していかなけ

ればならない。 

ここに、私たちは、市、市民及び事業者がそれぞ

れの役割を分担して、自主的かつ積極的にその責任

を果たし、相互に協力することによって、清浄な空

気、清らかな水、豊かな緑に恵まれた美しく住みよ
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いふるさと・川崎を実現するため、この条例を制定

する。 

   

  第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の資源としての有限性を

認識し、その適正な保全及び活用を期するととも

に、川崎市の環境政策の理念及び基本原則、環境

施策の基本となる事項及びその施策の策定に関

する手続等を定めることにより、良好な都市環境

の保全及び創造を図り、もって市民の福祉に寄与

することを目的とする。 

（環境政策の理念） 

第２条 市の環境政策は、市民が安全で健康かつ快

適な環境を享受する権利の実現を図るとともに、

良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的

として展開するものとする。 

２ 市は、市民及び事業者と協力して、環境資源を

適正に管理し、良好な環境を総合的かつ持続的に

創造することにより、現在及び将来の市民生活の

質的向上を図るものとする。 

３ 市の施策は、環境政策を基底として、これを最

大限に尊重して行うものとする。 

 （環境政策の基本原則） 

第３条 市の環境政策は、次に掲げる原則に従うも

のとする。 

(1) 施策の総合性 

(2) 科学的予見性 

(3) 生態系への配慮 

(4) 地球環境への配慮 

(5) 市民の参画と協働 

（環境目標値の設定等） 

第３条の２ 市長は、市民の健康を保護し、生活環

境を保全するための環境上の条件に係る目標値

を、川崎市環境審議会（第 13 条を除き、以下「審

議会」という。）の意見を聴いて設定しなければ

ならない。 

２ 前項の目標値については、常に適切な検討が加

えられ、適宜必要な改定がなされなければならな

い。 

３ 市長は、前２項の規定により目標値を設定し、

又は改定したときは、公表しなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、市の施策を実施するに当たっては、

環境への影響を配慮し、市民の意見を尊重して、

 

 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市環境基本条例（平成３

年川崎市条例第 28 号。以下「条例」という。）の

施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で

使用する用語の例による。 
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良好な環境の保全及び創造に努めなければなら

ない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、良好な環境の保全及び創造に主体

的に取り組み、自らの生活行動が環境を損なうこ

とのないよう努めるとともに、市の環境施策の推

進に積極的に参画し協力しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、自らの活動が環境に影響を与え

ている立場を自覚し、環境汚染の防止並びに良好

な環境の保全及び創造に努め、市の規制及び指導

を遵守するとともに、市の環境施策に積極的に協

力しなければならない。 

 （基本的施策） 

第７条 市は、第２条に規定する環境政策の理念の

実現を図るため、この条例に定める手続に従い、

公害の防止、自然環境の保全、環境影響評価等に

係る施策を継続し、その強化に努めるとともに、

次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。 

(1) 新たな産業による環境汚染の防止、産業廃棄

物の適正処理等新たな公害防止施策を推進する

こと。 

(2) 自動車公害の防止、生活排水による水質汚濁

の防止、一般廃棄物の適正処理、都市基盤施設の

整備等都市生活型公害の改善を図ること。 

(3) うるおいとやすらぎのある環境の実現を目指

し、利用者に優しい公共施設等の整備、水とみど

りを生かした都市施設の整備、良好な都市景観の

創出、歴史的文化的遺産の保全及び活用等都市ア

メニティの創造を推進すること。 

(4) 水の循環構造の保全、エネルギーの効率的利

用、再生資源の利用促進等自然の循環機能に即し

て市域における環境資源の保全及び活用を図る

こと。 

(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護、公害防

止技術の国際交流等市における地球環境保全の

ための施策を推進すること。 

(6) 市民が人間と環境とのかかわりについて理解

と認識を深め、責任ある行動がとれるよう、系統

的な環境教育等の推進に努めること。 

(7) 事業活動に伴って生ずる環境への負荷を低減

するため、自主的な環境管理の導入の促進に関す

る施策を推進すること。 

２ 市は、前項に掲げる施策を実施するに当たって

は、都市構造、経済活動及び市民の生活行動様式
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の変革等を含めた総合的対策を考慮するととも

に、適切な市民参加の方策を講ずるよう努めるも

のとする。 

３ 市は、第１項に掲げる施策のうち、広域的な解

決を必要とするものについては、国、近隣の地方

公共団体等と積極的に協議し、その推進に努める

ものとする。 

 

第２章 環境基本計画 

 （環境基本計画） 

第８条 市長は、環境行政を総合的かつ計画的に推

進するため、市における総合的かつ計画的な行政

の運営を図るための基本構想を踏まえ、環境行政

の基本指針となる川崎市環境基本計画（以下「基

本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

(1) 環境政策の目標 望ましい環境像として基本

計画が目指す地域環境の姿を明らかにし、これを

実現していくための目標を環境要素ごとに示す

もの 

(2) 基本的施策 前号に規定する環境政策の目標

を実現するために市が重点的に取り組むべき環

境施策を具体的に示すもの 

(3) 環境配慮指針 市、市民及び事業者が環境資

源を利用する行為等を行う場合に、良好な環境の

保全及び創造のためにそれぞれが配慮すべき事

項を示すもの 

(4) その他良好な環境の保全及び創造に関する重

要事項 

３ 基本計画の対象地域は、川崎市全域とし、広域

的な観点から策定するものとする。 

４ 基本計画の目標期間は、科学技術の進展、社会

状況の変化等を勘案して定めるものとする。 

５ 基本計画の対象とする環境要素は、市民生活に

かかわるものを広く取り入れるよう努めるもの

とする。 

 （基本計画の策定等） 

第９条 市長は、前条に規定する基本計画を策定す

る場合においては、あらかじめ、市民の意見を反

映するための必要な措置を講ずるとともに、審議

会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに

これを公表しなければならない。 

３ 前２項の規定は、基本計画を変更する場合に準

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 環境基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本計画案の縦覧等） 

第３条 市長は、川崎市環境基本計画（以下「基本

計画」という。）を策定する場合において、その基

本計画の案について広報等に努めるとともに、こ

れを８週間縦覧に供するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する縦覧に供する期間の始

期及び終期、場所並びに時間について告示するも

のとする。 
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用する。 

（年次報告） 

第 9条の 2 市長は、基本計画の適正な進行管理を

図るため、市の環境の現状、環境の保全及び創造

に関して講じた施策等について年次報告書を作

成し、これを公表しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、年次報告

書について審議会の意見を聴くものとする。 

 

 

 

 

 

第３章 環境行政の総合的調整 

 （総合的調整） 

第 10 条 市は、環境行政の実効的かつ体系的な推

進を図るため、この章に定めるところに従い、次

に掲げる事項について必要な総合的調整を行う。 

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2)  地球温暖化対策をはじめとする環境施策に関

すること。 

(3) その他環境行政の総合的推進に関すること。 

（環境行政・温暖化対策推進総合調整会議） 

第 11 条 前条に規定する総合的調整を行うため、

川崎市環境行政・温暖化対策推進総合調整会議

（以下「調整会議」という。）を置く。 

２ 調整会議は、市長、副市長、上下水道事業管理

者、病院事業管理者、教育長及び市長が定める職

員をもって組織する。 

３ 前項に定めるもののほか、調整会議について必

要な事項は、市長が定める。 

 （環境調査） 

第 12 条 市は、環境に係る市の主要な施策又は方

針の立案に際し、第 10 条第２号及び第３号に規

定する事項について総合的調整を行う場合は、調

整会議において、環境に係る配慮が十分になされ

ているか、環境の観点から望ましい選択であるか

等についての調査（以下「環境調査」という。）

を行う。 

２ 市長は、環境調査を行うために必要な指針を、

審議会の意見を聴いて作成するものとする。 

 

 

 

 

３ 市民は、基本計画の案について縦覧期間内に市

長に対して意見書（別記様式（略））を提出するこ

とができる。 

 （基本計画の公表） 

第４条 条例第９条第２項に規定する基本計画の公

表は、告示により行うものとする。 

 （準用） 

第５条 前２条の規定は、基本計画を変更する場合

に準用する。 

 （年次報告書の公表） 

第 5条の２ 条例第９条の２第１項に規定する年次

報告書の公表は、告示により行うものとする。 

 

第３章 環境行政・温暖化対策推進総合調整会

議 

  

 

 

 

 

 

 

（組織） 

第６条 川崎市環境行政・温暖化対策推進総合調整

会議（以下「調整会議」という。）を組織する条例

第 11 条第２項に規定する市長が定める職員は、川

崎市事務分掌条例（昭和 38年川崎市条例第 32 号）

第１条に掲げる局及び本部並びに市民オンブズマ

ン事務局、会計室、区役所、交通局、病院局、消

防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、

監査事務局、人事委員会事務局及び議会局の長（教

育委員会事務局にあっては、教育次長）とする。 

 （会長等） 

第７条 調整会議に会長及び副会長を置き、会長は

市長を、副会長は副市長、上下水道事業管理者、

病院事業管理者及び教育長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ

定めた順序によりその職務を代理する。 

４ 調整会議は、会長が招集し、その議長となる。 

５ 調整会議は、必要があると認めるときは、関係

者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことが

できる。 
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  第４章 環境審議会 

 （環境審議会） 

第 13 条 環境行政の総合的かつ計画的な推進につ

いて調査審議するほか、環境の保全に関する重要

事項について専門的に調査審議するため、川崎市

環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、諮問に応じて、次に掲げる事項を調

査審議する。 

(1) この条例その他環境の保全に関する条例によ

りその権限に属させられた事項 

(2) その他環境施策に関し市長が必要と認めた事

項 

３ 審議会は、委員 30 人以内をもって組織する。 

４ 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちか

ら、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 委員のほか、特別の事項を調査審議させるため

 （事案の付議手続） 

第８条 調整会議における事案は、会長が付議する

ものとする。 

２ 会長が事案を付議しようとするときは、環境局

長に当該事案を整理させた上、調整会議に提出す

るものとする。 

３ 上下水道事業管理者及び第６条に規定する職員

は、調整会議に付議したい事案があるときは、当

該事案の趣旨及び内容を記載した書類に必要な資

料を添えて環境局長を経て会長に提出するものと

する。この場合において、付議したい事案が条例

第 12 条第１項に規定する環境調査に係る事案で

あるときは、同条第２項に規定する指針により作

成した資料を併せて提出するものとする。 

 （報告） 

第９条 削除 

 （幹事会） 

第 10 条 調整会議にその円滑な運営を図るため、幹

事会を置く。 

２ 幹事会について必要な事項は、別に定める。 

 （庶務） 

第 11 条 調整会議の庶務は、環境局において処理す

る。 

 （委任） 

第 12 条 この章に定めるもののほか、調整会議の運

営について必要な事項は、会長が定める。 

 

  第４章 環境審議会 

 （会長及び副会長） 

第 13 条 川崎市環境審議会（以下「審議会」という。）

に会長及び副会長を置き、委員の互選により定め

る。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第 14 条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員

の半数以上が出席しなければ、会議を開くことが

できない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係

のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。 

４ 審議会は、調査審議のため必要があると認める
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必要があるときは、審議会に臨時委員を置くこと

ができる。 

７ 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が

適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

８ 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終

了したときは、解嘱されるものとする。 

９ 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

10 審議会は、規則で定めるところにより、部会を

置くことができる。 

11 審議会は、規則で定めるところにより、部会の

決議をもって審議会の決議とすることができる。 

12 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

  第５章 補則 

 （環境に関する情報の提供） 

第 14 条 市は、良好な環境の保全及び創造に資す

るため、環境に関する情報を積極的に提供するよ

う努めるものとする。 

 （市民等との協働のための措置） 

第 15 条 市は、良好な環境の保全及び創造に関す

る市民の自主的な活動を支援するため、環境に関

する技術等の提供その他必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

２ 市は、市、市民及び事業者の協働による環境に

ついての地域における活動を促進するため、協議

組織の整備、相互に交流する機会等に関する支援

のための措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

 （調査研究体制の拡充等） 

第 16 条 市は、科学的予見性に基づく環境行政の

推進を図るため、環境に関する調査研究体制の拡

充、環境科学に関する総合的かつ体系的な調査研

究、環境に関する情報の収集及び分析、他の研究

機関との積極的な交流、技術者の養成等に努めな

ければならない。 

 （財政上の措置） 

第 17 条 市は、良好な環境の保全及び創造の推進

のために必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 （委任） 

第 18 条 この条例の施行について必要な事項は、

市長が定める。 

ときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見

を聴くことができる。 

 （部会） 

第 14 条の２ 審議会は、必要があると認めるときは、

部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指

名する。この場合において、委員及び臨時委員が

２以上の部会に属することを妨げない。 

３ 前２条の規定は、部会に準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「川崎市環境審議会（以

下「審議会」という。）」とあり、及び「審議会」

とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会

長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み

替えるものとする。 

（部会への付議） 

第 14 条の３ 会長は、市長の諮問を受けたときは、

その内容に応じ当該諮問に係る事項を前条第１項

に規定する部会に付議することができる。 

２ 前項の規定により付議を受けた部会は、当該付

議に係る事項について調査審議し、その結果を審

議会に報告するものとする。 

（決議） 

第 14 条の４ 審議会は、条例第 13 条第 11 項の規定

に基づき部会の決議をもって審議会の決議とする

ときは、あらかじめその旨の決議を行うものとす

る。 

（専門委員会） 

第 14 条の５ 部会は、専門の事項を調査するため、

必要に応じ専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会に委員長を置き、部会長の指名によ

りこれを定める。 

 （庶務） 

第 15 条 審議会の庶務は、環境局において処理する。 

 （委任） 

第 16 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営

について必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。 
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   附 則 

 この条例の施行期日は、市長が定める。 

（平成４年６月24日規則第53号で平成４年７月１

日から施行） 

 

   附 則（平成 11 年 12 月 24 日条例第 47 号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行す

る。ただし、第８条第１項の改正規定は、平成

12 年４月１日から施行する。 

（平成 12年 12月１日規則第 126号で平成 12 年 12

月 20 日から施行） 

（経過措置） 

２ 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

（平成 11 年川崎条例第 50 号）附則第２項の規定

による廃止前の川崎市公害防止条例（昭和 47 年

川崎市条例第 12 条）第 19 条第１項の規定による

目標値は、この条例による改正後の条例第３条の

2 第 1 項の規定による目標値とみなす。 

 

   附 則（平成 16 年 10 月 14 日条例第 38 号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 16 年 11 月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後最初に改正後の条例（以下「新条例」という。）

第 13 条第 4 項の規定により委嘱される川崎市環

境審議会の委員の任期は、同条第 5 項の規定にか

かわらず、平成 18 年 2月 28 日までとする。 

３ 施行日前に改正前の条例の規定により川崎市環

境保全審議会又は川崎市環境政策審議会に対し

てされた手続その他の行為は、新条例の相当規定

により川崎市環境審議会に対してされた手続そ

の他の行為とみなす。 

（川崎市環境保全審議会条例の廃止） 

４ 川崎市環境保全審議会条例（平成 11 年川崎市

条例第 46 号）は、廃止する。 

 （川崎市環境保全審議会条例の廃止に伴う経過措

置） 

５ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止

前の川崎市環境保全審議会条例（以下「旧環境保

全審議会条例」という。）第 3条第 2項の規定に

より委嘱された川崎市環境保全審議会の委員で

 

   附 則 

 この規則は、平成４年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成６年３月 30 日規則第 14 号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成９年３月 31 日規則第 11 号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 16 年 10 月 21 日規則第 93 号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 16 年 11 月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に川崎市環境基本条例の

一部を改正する条例（平成 16 年川崎市条例第 100

号）附則第４項の規定による廃止前の川崎市環境

保全審議会条例（平成 11 年川崎市条例第 46 号。

以下「旧条例」という。）第５条第 1 項の規定によ

り選任された川崎市環境保全審議会の会長及び副

会長である者は、それぞれ第２条の規定による改

正後の川崎市環境基本条例施行規則（以下「新規

則」という。）第 13 条第１項の規定により川崎市

環境審議会の会長、副会長として選任されたもの

とみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧条例第８条第２項の

規定により部会に属している委員及び臨時委員で

ある者並びに同条第 3 項において準用する旧条例

第 5 条第 1 項の規定により選任された部会の部会

長及び副部会長である者は、それぞれ新規則第 14

条の２第 4 項の規定により部会に属する委員及び

臨時委員として指名され、並びに同条第５項にお

いて準用する新規則第13条第1項の規定により部

会の部会長及び副部会長として選任されたものと

みなす。 

 
   附 則（平成 17 年３月 31 日規則第 17 号抄） 
 （施行期日） 

１ この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 19 年３月 30 日規則第 15 号） 

 この規則は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 20 年３月 31 日規則第 16 号抄） 

 この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 
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ある者は、施行日に新条例第 13 条第 4 項の規定

により川崎市環境審議会の委員として委嘱され

たものとみなし、その任期は、同条第 5項の規定

にかかわらず、施行日における従前の川崎市環境

保全審議会の委員としての任期の残任期間とす

る。 

６ この条例の施行の際現に旧環境保全審議会条例

第3条第4項の規定により委嘱された川崎市環境

保全審議会の臨時委員である者は、施行日に新条

例第 13 条第７項の規定により川崎市環境審議会

の臨時委員として委嘱されたものとみなす。 

 （川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条

例及び川崎市公害防止等生活環境の保全に関す

る条例の一部改正） 

７ 次に掲げる条例の規定中「川崎市環境保全審議

会」を「川崎市環境審議会」に改める。 

（１）川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する

条例（平成 4 年川崎市条例第 51 号）第 45 条の 2 

（２）川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条

例（平成 11 年川崎市条例第 50 号）第 128 条 

 （川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

の一部改正に伴う経過措置） 

８ 施行日前に前項の規定による改正前の川崎市公

害防止等生活環境の保全に関する条例の規定に

より川崎市環境保全審議会に対してされた手続

その他の行為は、新条例の相当規定により川崎市

環境審議会に対してされた手続その他の行為と

みなす。 

 

   附 則（平成 19 年３月 20 日条例第１号抄） 

 （施行期日） 
１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

   附 則(平成 23 年７月４日条例第 21 号抄) 

この条例は、地方自治法の一部を改正す法律（平

成２３年法律第３５号）の施行の日又はこの条例の

公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

 

   附 則(令和３年３月 24 日条例第８号抄) 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 22 年３月 31 日規則第 10 号） 

 この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 28 年３月 31 日規則第 13 号） 

 この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年３月 31 日規則第 24 号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月 31 日規則第 27 号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 


